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東京都障害者グループホーム支援事業取扱要領 新旧対照表 

（下線部が改正部分） 

改正後（新） 改正前（旧） 

 

東京都障害者グループホーム支援事業取扱要領 

 

２０福保障居第３９８５号 

平成２１年 ５月２１日 

改正 ２１福保障居第２８４２号 

平成２２年 ３月１７日 

改正 ２３福保障居第１３３８号 

平成２３年 ９月２９日 

改正 ２４福保障居第 ４８３号 

平成２４年 ５月 １日 

改正 ２４福保障居第３６０５号 

平成２５年 ３月２９日 

改正 ２５福保障居第３１９７号 

平成２６年 ３月３１日 

改正 ２６福保障居第３０８２号 

平成２７年 ３月３１日 

改正 ２９福保障地第１９５４号 

平成３０年 ３月３１日 

改正 ３０福保障地第１３４３号 

平成３０年１１月２１日 

改正  ２福保障地第１９９６号 

令和３年 ３月３１日 

 

東京都障害者グループホーム支援事業取扱要領 

 

２０福保障居第３９８５号 

平成２１年 ５月２１日 

改正 ２１福保障居第２８４２号 

平成２２年 ３月１７日 

改正 ２３福保障居第１３３８号 

平成２３年 ９月２９日 

改正 ２４福保障居第 ４８３号 

平成２４年 ５月 １日 

改正 ２４福保障居第３６０５号 

平成２５年 ３月２９日 

改正 ２５福保障居第３１９７号 

平成２６年 ３月３１日 

改正 ２６福保障居第３０８２号 

平成２７年 ３月３１日 

改正 ２９福保障地第１９５４号 

平成３０年 ３月３１日 

改正 ３０福保障地第１３４３号 

平成３０年１１月２１日 

改正  ２福保障地第１９９６号 

令和３年 ３月３１日 
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改正  ３福保障地第 ９８３号 

令和３年１２月 １日 

改正  ５福保障地第 ４１４号 

令和５年 ７月 １日 

改正  ６福祉障地第   １号 

令和６年 ４月 １日 

 

（目的） 

第１～６条 （現行のとおり） 

（運営費の助成） 

第７条 運営費の助成は、次を標準として算定するものとする。 

（１）運営費の算定は月単位とし、その額は別表２－１に掲げる都加算日額

単価に次号に定める処遇を行った日数（以下「基準日数」という。）を

乗じて得た額とする 

（２）基準日数として算定できる日は、入居者に対して次の支援を行い、

サービス提供記録にその支援内容を記録した日とする。ただし、これ

らの支援を行う旨をあらかじめ個別支援計画に記載していることを算

定の要件とする。 

    

   ア 日常生活支援 

イ 食事提供支援 

ウ 介護等支援 

エ 入院時における病院等との連絡調整等支援 

オ 帰宅時における家族等との連絡調整等支援 

カ その他入居者に対する支援 

 

改正  ３福保障地第 ９８３号 

令和３年１２月 １日 

改正  ５福保障地第 ４１４号 

令和５年 ７月 １日 

 

 

 

（目的） 

第１～６条 （略） 

（運営費の助成） 

第７条 運営費の助成は、次を標準として算定するものとする。 

（１）運営費の算定は月単位とし、その額は別表２－１に掲げる都加算日額

単価に次号に定める処遇を行った日数（以下「基準日数」という。）を

乗じて得た額とする 

（２）基準日数として算定できる日は、入居者に対して次の支援を行った

日とする。ただし、これらの支援を行う旨をあらかじめ個別支援計画

に記載していることを算定の要件とする。 

   ア 日常生活支援 

イ 食事提供支援 

ウ 介護等支援 

エ 入院時における病院等との連絡調整等支援 

オ 帰宅時における家族等との連絡調整等支援 

カ その他入居者に対する支援 
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なお、エにおける支援とは、病院又は診療所を訪問し、入院期間中に

被服等の準備や利用者の相談支援などの日常生活上の支援を行うこと

や、退院後の円滑な生活移行のための病院又は診療所との連絡調整を行

うことなどをいう。オにおける支援とは、帰省に伴う家族等との連絡調

整や交通手段の確保等の支援を行うことや、帰省期間中に家族等との連

携により、居宅等における生活状況等を十分把握することなどをいう。 

 

 

（家賃助成） 

第８～１４条（現行のとおり） 

 

 

 

附 則 

１及び２ （現行のとおり） 

 

   附 則 

１ （現行のとおり） 

 

   附 則 

１ （現行のとおり） 

 

   附 則 

１及び２ （現行のとおり） 

 

   附 則 

 

 

 

 

 

 

 

 

（家賃助成） 

第８～１４条 （略） 

 

 

 

附 則 

１及び２ （略） 

 

   附 則 

１ （略） 

 

   附 則 

１ （略） 

 

   附 則 

１及び２ （略） 

 

   附 則 
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１ （現行のとおり） 

 

   附 則 

１ （現行のとおり） 

 

   附 則 

１及び２ （現行のとおり） 

 

   附 則 

１ （現行のとおり） 

 

附 則 

１ （現行のとおり） 

   附 則 

１ （現行のとおり） 

 

   附 則 

１ （現行のとおり） 

 

附 則 

１ （現行のとおり） 

 

附 則 

１ この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

１ （略） 

 

   附 則 

１ （略） 

 

   附 則 

１及び２ （略） 

 

   附 則 

１ （略） 

    

   附 則 

１ （略） 

附 則 

１ （略） 

 

附 則 

１ （略） 

 

附 則 

１ （略） 
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別記第１～７号様式 （現行のとおり） 

 

別表１ 

 

通過型指定基準等 

 

 

Ⅰ 精神障害者を主な対象とするグループホーム 

 

１ 通過型グループホーム 

障害者が地域で自立した生活ができるよう、居住の場の提供と日常生活

において必要な援助を行うとともに、グループホームから単身生活への移

行を図るための取組や援助を行う。 

 単身生活への移行に当たっては、通過型グループホーム運営取組方針

（事業計画書）や個別支援計画等により、概ね３年間で単身生活へ移行で

きるよう取り組むものとする（入居者が、正当な理由なく長期にわたり利

用することはできないものとする。）。 

 なお、知事等による指定を受けたサテライト型住居（以下「国基準サテ

ライト型住居」という。）及び報酬告示第１５の２の注３の規定により、

自立生活支援加算（Ⅲ）について知事等に届け出たグループホーム（以下

「移行支援住居」という。）は通過型グループホームの対象から除外する。 

 

２ 入居対象者 

  都内に在住の障害者であって、次に掲げる基準に３以上該当しているも

のとする。 

 

別記第１～７号様式 （略） 

 

別表１ 

 

通過型指定基準等 

 

 

Ⅰ 精神障害者を主な対象とするグループホーム 

 

１ 通過型グループホーム 

障害者が地域で自立した生活ができるよう、居住の場の提供と日常生活

において必要な援助を行うとともに、グループホームから単身生活への移

行を図るための取組や援助を行う。 

 単身生活への移行に当たっては、通過型グループホーム運営取組方針

（事業計画書）や個別支援計画等により、概ね３年間で単身生活へ移行で

きるよう取り組むものとする（入居者が、正当な理由なく長期にわたり利

用することはできないものとする。）。 

 なお、知事等による指定を受けたサテライト型住居（以下、国基準サテ

ライト型住居）は通過型グループホームの対象から除外する。 

 

 

 

２ 入居対象者 

  都内に在住の障害者であって、次に掲げる基準に３以上該当しているも

のとする。 
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（１） 日常生活を維持するに足りる収入があること。 

（２） 一定程度の自活能力があること。 

（３） 単身での生活又は家族での生活が困難又は適当でないこと。 

（４） 通院医療を継続していること。 

 

３ 定員等 

 ユニットごとに指定するものとし、１ユニット（サテライト型を含み、

国基準サテライト型住居を除く。）の定員は４人から７人までとする。 

 

４ 設備基準 

  交流室として、入居者等が交流することができる場所を有しているこ

と。 

 

５ 職員配置基準 

（１） 職員等（顧問医を除く。）は、専ら当該通過型の職務に従事できる者

をもって充てること。 

（２） 世話人、代替世話人及び顧問医をそれぞれ１名置くこと。（世話人は

常勤とする。） 

（３） 世話人には精神保健福祉士又は社会福祉士等の国家資格を取得して

いる者を配置すること。 

（４） 顧問医には障害者等の対応に関し相当の経験を有する者をもって充

てること。 

 

 

Ⅱ 知的障害者を主な対象とするグループホーム 

 

（１） 日常生活を維持するに足りる収入があること。 

（２） 一定程度の自活能力があること。 

（３） 単身での生活又は家族での生活が困難又は適当でないこと。 

（４） 通院医療を継続していること。 

 

３ 定員等 

 ユニットごとに指定するものとし、１ユニット（サテライト型を含み、

国基準サテライト型住居を除く。）の定員は４人から７人までとする。 

 

４ 設備基準 

  交流室として、入居者等が交流することができる場所を有しているこ

と。 

 

５ 職員配置基準 

（１） 職員等（顧問医を除く。）は、専ら当該通過型の職務に従事できる者

をもって充てること。 

（２） 世話人、代替世話人及び顧問医をそれぞれ１名置くこと。（世話人は

常勤とする。） 

（３） 世話人には精神保健福祉士又は社会福祉士等の国家資格を取得して

いる者を配置すること。 

（４） 顧問医には障害者等の対応に関し相当の経験を有する者をもって充

てること。 

 

 

Ⅱ 知的障害者を主な対象とするグループホーム 
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１ 通過型グループホーム 

障害者が地域で自立した生活ができるよう、居住の場の提供と日常生活

において必要な援助を行うとともに、都型通勤寮と連携して、安定した地

域生活を送るための取組や援助を行う。 

 その際は、通過型グループホーム運営取組方針（事業計画書）や個別支

援計画等により、概ね３年間で安定した地域生活へ移行できるよう取り組

むものとする（入居者が、正当な理由なく長期にわたり利用することはで

きないものとする。）。 

 なお、国基準サテライト型住居及び移行支援住居は通過型グループホー

ムの対象から除外する。 

 

２ 入居対象者 

  都内に在住の知的障害者であって、現に就労し、または就労することが

可能な者 

 

３ 定員等 

 ユニットごとに指定するものとし、１ユニット（サテライト型を含み、

国基準サテライト型住居を除く。）の定員は４人から７人までとする。 

 

４ 設備基準 

  交流室として、入居者等が交流することができる場所を有しているこ

と。 

 

５ 職員配置基準 

（１） 職員等は、専ら当該通過型の職務に従事できる者をもって充てるこ

と。 

１ 通過型グループホーム 

障害者が地域で自立した生活ができるよう、居住の場の提供と日常生活

において必要な援助を行うとともに、都型通勤寮と連携して、安定した地

域生活を送るための取組や援助を行う。 

 その際は、通過型グループホーム運営取組方針（事業計画書）や個別支

援計画等により、概ね３年間で安定した地域生活へ移行できるよう取り組

むものとする（入居者が、正当な理由なく長期にわたり利用することはで

きないものとする。）。 

 なお、国基準サテライト型住居は通過型グループホームの対象から除外

する。 

 

２ 入居対象者 

  都内に在住の知的障害者であって、現に就労し、または就労することが

可能な者 

 

３ 定員等 

 ユニットごとに指定するものとし、１ユニット（サテライト型を含み、

国基準サテライト型住居を除く。）の定員は４人から７人までとする。 

 

４ 設備基準 

  交流室として、入居者等が交流することができる場所を有しているこ

と。 

 

５ 職員配置基準 

（１） 職員等は、専ら当該通過型の職務に従事できる者をもって充てるこ

と。 
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（２） 世話人及び代替世話人をそれぞれ１名置くこと。（世話人は常勤とす

る。） 

（３） 世話人には社会福祉士の資格を取得している者を配置すること。 

 

 

（２） 世話人及び代替世話人をそれぞれ１名置くこと。（世話人は常勤とす

る。） 

（３） 世話人には社会福祉士の資格を取得している者を配置すること。 

 

 



9 
 

別表２－１

１級地 ２級地 ３級地 ４級地 ５級地 ６級地 ７級地 その他

区分６ 1,706 1,922 1,977 2,140 2,248 2,465 2,628 2,790

区分５ 1,564 1,736 1,779 1,906 1,992 2,164 2,292 2,420

区分４ 1,397 1,542 1,578 1,687 1,759 1,903 2,011 2,120

区分３ 1,147 1,266 1,295 1,384 1,444 1,563 1,652 1,740

区分２ 1,139 1,224 1,244 1,308 1,350 1,434 1,497 1,560

区分１以下 187 266 285 344 384 462 521 580

個人ホームヘルプ（区分５） 0 0 0 0 10 134 228 320

個人ホームヘルプ（区分４） 107 219 248 333 389 502 587 670

区分２以上 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190

区分１以下 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040

区分６ 1,375 1,575 1,626 1,777 1,878 2,079 2,230 2,380

区分５ 1,423 1,579 1,617 1,734 1,812 1,967 2,083 2,200

区分４ 1,267 1,396 1,428 1,525 1,589 1,717 1,813 1,910

区分３ 959 1,064 1,089 1,168 1,220 1,324 1,402 1,480

区分２ 963 1,033 1,050 1,102 1,137 1,206 1,258 1,310

区分１以下 199 263 279 328 360 424 472 520

個人ホームヘルプ（区分５） 0 0 0 0 0 0 29 110

個人ホームヘルプ（区分４） 0 85 109 182 230 326 399 470

区分２以上 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480

区分１以下 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530

区分６ 1,757 1,947 1,995 2,138 2,233 2,424 2,567 2,710

区分５ 1,806 1,951 1,987 2,096 2,168 2,313 2,421 2,530

区分４ 1,650 1,768 1,798 1,886 1,945 2,064 2,152 2,240

区分３ 1,319 1,413 1,437 1,507 1,555 1,649 1,720 1,790

区分２ 1,312 1,371 1,387 1,431 1,461 1,520 1,565 1,610

区分１以下 558 613 626 667 694 749 790 830

個人ホームヘルプ（区分５） 0 51 75 149 197 295 367 440

個人ホームヘルプ（区分４） 372 458 479 543 586 672 737 800

区分２以上 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480

区分１以下 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530

区分６ 1,311 1,539 1,596 1,767 1,881 2,109 2,280 2,450

区分５ 1,216 1,397 1,443 1,578 1,668 1,849 1,985 2,120

区分４ 1,096 1,249 1,287 1,402 1,479 1,632 1,746 1,860

区分３ 729 859 891 990 1,055 1,185 1,283 1,380

区分２ 849 941 964 1,034 1,080 1,172 1,241 1,310

区分１以下 0 0 5 70 114 200 265 330

区分２以上 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190

区分１以下 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040

Ⅱ
・
Ⅳ

第７条（２）エ、オ、カ

配置
区分

４
対
１
相
当

５
対
１
相
当

６
対
１

体
験

介
護
サ
ー

ビ
ス
包
括
型

第７条（２）ア、イ、ウ

第７条（２）ア、イ、ウ

第７条（２）エ、オ、カ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅰ
・
Ⅲ

Ⅱ

Ⅳ

第７条（２）ア、イ、ウ

第７条（２）エ、オ、カ

第７条（２）ア、イ、ウ

第７条（２）エ、オ、カ

東京都障害者グループホーム都単価表（運営費の助成）（令和６年４月１日～）
（単位：円）

類型

人員
配置
体制
加算

障害支援区分等
都　加　算　日　額　単　価

別表２－１

１級地 ２級地 ３級地 ４級地 ５級地 ６級地 ７級地 その他

区分６ 1,891 2,103 2,156 2,315 2,421 2,632 2,791 2,950

区分５ 1,413 1,589 1,633 1,764 1,852 2,028 2,159 2,290

区分４ 1,212 1,362 1,399 1,511 1,587 1,735 1,847 1,960

区分３ 1,066 1,187 1,216 1,308 1,369 1,490 1,580 1,670

区分２ 826 920 942 1,012 1,059 1,151 1,220 1,290

区分１以下 245 322 341 399 438 515 572 630

個人ホームヘルプ（区分５） 0 0 0 0 0 50 146 240

個人ホームヘルプ（区分４） 0 107 136 223 281 397 484 570

区分２以上 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190

区分１以下 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040

区分６ 1,572 1,767 1,816 1,963 2,062 2,257 2,404 2,550

区分５ 1,295 1,454 1,493 1,613 1,693 1,851 1,970 2,090

区分４ 1,082 1,216 1,249 1,349 1,417 1,549 1,649 1,750

区分３ 924 1,030 1,055 1,135 1,188 1,293 1,371 1,450

区分２ 685 762 781 839 878 955 1,012 1,070

区分１以下 246 308 324 371 403 465 513 560

個人ホームヘルプ（区分５） 0 0 0 0 0 0 0 40

個人ホームヘルプ（区分４） 0 0 0 61 111 211 286 360

区分２以上 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480

区分１以下 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530

区分６ 1,955 2,139 2,186 2,325 2,417 2,603 2,742 2,880

区分５ 1,678 1,827 1,864 1,975 2,049 2,197 2,308 2,420

区分４ 1,476 1,599 1,630 1,722 1,783 1,907 1,999 2,090

区分３ 1,308 1,402 1,426 1,496 1,544 1,638 1,710 1,780

区分２ 1,068 1,134 1,152 1,201 1,234 1,300 1,350 1,400

区分１以下 569 624 637 678 704 760 801 840

個人ホームヘルプ（区分５） 0 0 0 72 121 221 295 370

個人ホームヘルプ（区分４） 245 334 356 423 468 557 624 690

区分２以上 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480

区分１以下 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530

区分６ 1,543 1,764 1,820 1,986 2,097 2,319 2,485 2,650

区分５ 1,065 1,251 1,297 1,436 1,528 1,713 1,852 1,990

区分４ 864 1,023 1,063 1,183 1,263 1,422 1,541 1,660

区分３ 718 847 880 979 1,045 1,174 1,273 1,370

区分２ 478 580 606 683 735 837 913 990

区分１以下 0 0 16 81 125 211 275 340

区分２以上 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190

区分１以下 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040

介
護
サ
ー

ビ
ス
包
括
型

４
対
１

第７条（２）ア、イ、ウ

第７条（２）エ、オ、カ

５
対
１

第７条（２）ア、イ、ウ

第７条（２）エ、オ、カ

６
対
１

第７条（２）ア、イ、ウ

第７条（２）エ、オ、カ

体
験

第７条（２）ア、イ、ウ

第７条（２）エ、オ、カ

　東京都障害者グループホーム都単価表（運営費の助成）
（単位：円）

類型
配置
区分

障害支援区分等
都　加　算　日　額　単　価
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区分２以上 1,383 1,461 1,480 1,538 1,577 1,654 1,712 1,770

区分１以下 233 311 330 388 427 504 562 620

区分２以上 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190

区分１以下 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040

区分２以上 1,184 1,247 1,263 1,310 1,342 1,405 1,453 1,500

区分１以下 234 297 313 360 392 455 503 550

区分２以上 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480

区分１以下 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530

区分２以上 1,508 1,563 1,576 1,617 1,644 1,699 1,740 1,780

区分１以下 558 613 626 667 694 749 790 830

区分２以上 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480

区分１以下 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530

区分２以上 1,047 1,133 1,155 1,220 1,264 1,350 1,415 1,480

区分１以下 0 0 5 70 114 200 265 330

区分２以上 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190

区分１以下 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040

第７条（２）エ、オ、カ

X
Ⅳ

第７条（２）ア、イ、ウ

４
対
１
相
当

５
対
１
相
当

６
対
１

第７条（２）エ、オ、カ

第７条（２）ア、イ、ウ

第７条（２）エ、オ、カ

第７条（２）ア、イ、ウ

外
部
サ
ー

ビ
ス
利
用
型

X
Ⅲ

第７条（２）ア、イ、ウ

第７条（２）エ、オ、カ

体
験

区分２以上 1,395 1,472 1,491 1,549 1,588 1,665 1,722 1,780

区分１以下 245 322 341 399 438 515 572 630

区分２以上 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190

区分１以下 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040

区分２以上 1,196 1,258 1,274 1,321 1,353 1,415 1,463 1,510

区分１以下 246 308 324 371 403 465 513 560

区分２以上 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480

区分１以下 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530

区分２以上 1,519 1,574 1,587 1,628 1,654 1,710 1,751 1,790

区分１以下 569 624 637 678 704 760 801 840

区分２以上 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480

区分１以下 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530

区分２以上 1,058 1,144 1,166 1,231 1,275 1,361 1,425 1,490

区分１以下 0 0 16 81 125 211 275 340

区分２以上 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190

区分１以下 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040

５
対
１

第７条（２）ア、イ、ウ

第７条（２）エ、オ、カ

６
対
１

第７条（２）ア、イ、ウ

第７条（２）エ、オ、カ

体
験

第７条（２）ア、イ、ウ

第７条（２）エ、オ、カ

外
部
サ
ー

ビ
ス
利
用
型

４
対
１

第７条（２）ア、イ、ウ

第７条（２）エ、オ、カ
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区分６ 1,543 1,765 1,819 1,986 2,097 2,318 2,484 2,650

区分５ 1,309 1,487 1,532 1,665 1,755 1,933 2,067 2,200

区分４ 1,188 1,339 1,377 1,489 1,564 1,714 1,827 1,940

区分３ 1,912 2,010 2,034 2,108 2,156 2,255 2,328 2,400

区分２ 1,696 1,766 1,782 1,834 1,869 1,937 1,989 2,040

区分１以下 627 694 710 761 794 860 910 960

個人ホームヘルプ（区分５） 128 125 124 121 119 177 269 360

個人ホームヘルプ（区分４） 177 287 315 399 454 564 647 730

区分２以上 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190

区分１以下 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040

区分６ 1,555 1,775 1,831 1,997 2,108 2,328 2,494 2,660

区分５ 1,309 1,487 1,532 1,665 1,755 1,933 2,066 2,200

区分４ 1,188 1,339 1,377 1,489 1,564 1,715 1,828 1,940

区分３ 1,820 1,920 1,945 2,020 2,070 2,170 2,245 2,320

区分２ 1,510 1,585 1,603 1,659 1,696 1,770 1,825 1,880

区分１以下 557 627 643 695 729 798 849 900

個人ホームヘルプ（区分５） 116 113 112 110 108 166 258 350

個人ホームヘルプ（区分４） 177 287 315 398 454 564 647 730

区分２以上 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480

区分１以下 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530

区分６ 1,246 1,451 1,502 1,656 1,759 1,963 2,117 2,270
区分５ 1,202 1,365 1,404 1,525 1,606 1,768 1,889 2,010
区分４ 1,070 1,205 1,237 1,338 1,406 1,539 1,639 1,740
区分３ 1,609 1,695 1,717 1,781 1,825 1,911 1,976 2,040
区分２ 1,287 1,349 1,363 1,409 1,439 1,500 1,545 1,590
区分１以下 536 591 604 645 673 727 769 810
個人ホームヘルプ（区分５） 104 101 100 99 97 94 92 140
個人ホームヘルプ（区分４） 162 158 157 225 273 367 439 510

区分２以上 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480
区分１以下 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530

区分６ 1,189 1,394 1,446 1,601 1,705 1,911 2,066 2,220
区分５ 1,191 1,354 1,393 1,515 1,596 1,757 1,879 2,000
区分４ 1,070 1,205 1,238 1,338 1,405 1,539 1,639 1,740
区分３ 1,817 1,898 1,918 1,978 2,019 2,100 2,160 2,220
区分２ 1,613 1,664 1,677 1,716 1,742 1,793 1,832 1,870
区分１以下 698 749 761 798 824 874 912 950

区分２以上 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190
区分１以下 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040

第７条（２）ア、イ、ウ

第７条（２）エ、オ、カ

第７条（２）ア、イ、ウ

第７条（２）エ、オ、カ

第７条（２）ア、イ、ウ

第７条（２）エ、オ、カ

第７条（２）ア、イ、ウ

第７条（２）エ、オ、カ

体
験

日
中
サ
ー

ビ
ス
支
援
型

３
対
１
相
当 Ⅸ

・
Ⅺ

Ⅴ

・

Ⅶ

・

Ⅸ

・

Ⅺ

Ⅹ
・

Ⅻ

Ⅵ

・

Ⅷ

・

Ⅹ

・

Ⅻ

４
対
１
相
当

５
対
１

Ⅴ
・
Ⅶ

Ⅶ

Ⅵ
・
Ⅷ

Ⅷ

区分６ 1,891 2,103 2,155 2,315 2,421 2,632 2,791 2,950

区分５ 1,413 1,589 1,633 1,764 1,852 2,028 2,159 2,290

区分４ 1,211 1,362 1,399 1,511 1,586 1,735 1,848 1,960

区分３ 1,854 1,953 1,978 2,053 2,102 2,202 2,276 2,350

区分２ 1,325 1,405 1,424 1,483 1,523 1,602 1,661 1,720

区分１以下 685 751 766 816 848 913 961 1,010

個人ホームヘルプ（区分５） 0 0 0 0 0 51 146 240

個人ホームヘルプ（区分４） 0 107 136 223 281 396 483 570

区分２以上 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190

区分１以下 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040

区分６ 1,892 2,103 2,156 2,315 2,422 2,632 2,791 2,950

区分５ 1,413 1,588 1,633 1,764 1,852 2,028 2,159 2,290

区分４ 1,211 1,361 1,399 1,511 1,586 1,736 1,848 1,960

区分３ 1,762 1,864 1,889 1,965 2,016 2,118 2,194 2,270

区分２ 1,220 1,303 1,323 1,385 1,426 1,508 1,569 1,630

区分１以下 592 661 677 728 762 829 879 930

個人ホームヘルプ（区分５） 0 0 0 0 0 51 146 240

個人ホームヘルプ（区分４） 0 106 136 223 281 397 484 570

区分２以上 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480

区分１以下 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530

区分６ 1,571 1,767 1,816 1,963 2,061 2,256 2,404 2,550

区分５ 1,295 1,455 1,494 1,613 1,693 1,852 1,971 2,090

区分４ 1,081 1,216 1,248 1,349 1,416 1,550 1,650 1,750

区分３ 1,563 1,650 1,672 1,738 1,782 1,869 1,935 2,000

区分２ 1,032 1,101 1,117 1,168 1,202 1,269 1,319 1,370

区分１以下 547 602 615 656 684 738 779 820

個人ホームヘルプ（区分５） 0 0 0 0 0 0 0 40

個人ホームヘルプ（区分４） 0 0 0 61 111 210 286 360

区分２以上 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480

区分１以下 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530

区分６ 1,571 1,767 1,815 1,963 2,061 2,257 2,404 2,550

区分５ 1,295 1,455 1,494 1,613 1,693 1,851 1,971 2,090

区分４ 1,081 1,216 1,249 1,349 1,416 1,550 1,650 1,750

区分３ 1,759 1,842 1,862 1,924 1,965 2,048 2,109 2,170

区分２ 1,230 1,292 1,307 1,354 1,386 1,447 1,494 1,540

区分１以下 721 771 783 820 846 895 933 970

区分２以上 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190

区分１以下 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040

５
対
１

第７条（２）ア、イ、ウ

第７条（２）エ、オ、カ

体
験

第７条（２）ア、イ、ウ

第７条（２）エ、オ、カ

３
対
１

第７条（２）ア、イ、ウ

第７条（２）エ、オ、カ

日
中
サ
ー

ビ
ス
支
援
型

4
対
１

第７条（２）ア、イ、ウ

第７条（２）エ、オ、カ
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別表２－２

○加算（単価／日額）

○家賃助成（滞在型に入居している知的障害者、身体障害者又は難病患者等に限る。）

1

※所得基準等は別表３による。

○施設借上費（精神障害者又は通過型の入居者に限る。）

○施設借上費（通過型に限る。）

○開設準備経費（主たる対象が精神障害者であるグループホームに限る。）

東京都障害者グループホーム都単価表（運営費以外の助成）

項　　　　目 金　　額 摘　　　要

通過型加算 ８００円 自立生活支援加算（Ⅲ）との併給は不可

夜間加算 ９９１円 ―

精神科医療連携体制加算 ３３０円 平成３１年１月１日から適用

区分 入居者の所得額 摘　　　　　要

月額７３，０００円　未満

月額２４，０００円
　ただし、家賃の額が２４，０００円を下回る場合は、当該家
賃の額とする。
　なお、法第３４条第１項に規定する特定障害者特別給付費の
支給対象となる入居者にあっては、上記金額から特定障害者特
別給付費を控除した額を限度とする。

2
月額７３，０００円　以上
　　９７，０００円　未満

月額１２，０００円
　ただし、家賃の額が１２，０００円を下回る場合は、当該家
賃の額とする。
　なお、法第３４条第１項に規定する特定障害者特別給付費の
支給対象となる入居者にあっては、上記金額から特定障害者特
別給付費を控除した額を限度とする。

施設借上費額 摘　　　　　要

月額　６９，８００円
　ただし、家賃の額が６９，８００円を下回る場合は、
当該家賃の額とする。
　なお、法第３４条第１項に規定する特定障害者特別給
付費の支給対象となる入居者にあっては、上記金額から
特定障害者特別給付費を控除した額を限度とする。

①　入居者の居住する居室の家賃、更新料
　及び礼金
②　生活保護対象者の住宅扶助は除く。

３０９，０００円
○開設に必要な備品の購入費
○備品購入に伴う設備工事費
※援護の実施者は、グループホームが所在する市町村とする。

施設借上費額 摘　　　　　要

月額　６９，８００円
１ 入居者が退去した居室の家賃、更新料
　及び礼金
２ 交流室（１室）の家賃、更新料及び礼金

基準額 摘　　　　　要

別表２－２

○加算（単価／日額）

○家賃助成（滞在型に入居している知的障害者、身体障害者又は難病患者等に限る。）

1

※所得基準等は別表３による。

○施設借上費（精神障害者又は通過型の入居者に限る。）

○施設借上費（通過型に限る。）

○開設準備経費（主たる対象が精神障害者であるグループホームに限る。）

３０９，０００円
○開設に必要な備品の購入費
○備品購入に伴う設備工事費
※援護の実施者は、グループホームが所在する市町村とする。

2

施設借上費額 摘　　　　　要

月額７３，０００円　以上
　　９７，０００円　未満

月額１２，０００円
　ただし、家賃の額が１２，０００円を下回る場合は、当該家
賃の額とする。
　なお、法第３４条第１項に規定する特定障害者特別給付費の
支給対象となる入居者にあっては、上記金額から特定障害者特
別給付費を控除した額を限度とする。

月額　６９，８００円
　ただし、家賃の額が６９，８００円を下回る場合は、
当該家賃の額とする。
　なお、法第３４条第１項に規定する特定障害者特別給
付費の支給対象となる入居者にあっては、上記金額から
特定障害者特別給付費を控除した額を限度とする。

①　入居者の居住する居室の家賃、更新料
　及び礼金
②　生活保護対象者の住宅扶助は除く。

基準額 摘　　　　　要

摘　　　要

平成３１年１月１日から適用

月額２４，０００円
　ただし、家賃の額が２４，０００円を下回る場合は、当該家
賃の額とする。
　なお、法第３４条第１項に規定する特定障害者特別給付費の
支給対象となる入居者にあっては、上記金額から特定障害者特
別給付費を控除した額を限度とする。

月額７３，０００円　未満

９９１円

３３０円

―

―

区分 入居者の所得額

東京都障害者グループホーム都単価表（運営費以外の助成）

施設借上費額 摘　　　　　要

月額　６９，８００円
１ 入居者が退去した居室の家賃、更新料
　及び礼金
２ 交流室（１室）の家賃、更新料及び礼金

摘　　　　　要

項　　　　目

通過型加算

夜間加算

精神科医療連携体制加算

金　　額

９２６円
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別表３～４ （現行のとおり） 

 

別表３～４ （略） 

 


